
 

第１１回環境社会配慮審査会 
 

日 時  平成 22年 3月 29日（月）15：15～18：30         

場 所  ＪＩＣＡ本部 229テレビ会議室 

JICA兵庫テレビ会議室・世界銀行リベリア事務所 

              

◇出席委員   （敬称省略） 

委員    石田 健一   東京大学海洋研究所海洋生命科学部門助教 

委員    田中 充     法政大学社会学部及び政策科学研究科教授 

委員    長畑 誠    一般社団法人あいあいネット・専務理事 

（いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク） 

委員     野村 徹    日本シンガポール石油化学㈱代表取締役 

委員    長谷川 弘   広島修道大学人間環境学部人間環境学科教授 

委員    原嶋 洋平   拓殖大学国際学部教授 

委員    日比 保史   コンサベーション･インターナショナル日本プログラム代表 

委員    平山 義康   大東文化大学環境創造学部教授 

委員    村山 武彦   早稲田大学理工学術院創造理工学部教授 

委員    柳内 龍二   個人コンサルタント 

委員    米田 政明      財団法人自然環境研究センター研究主任 

              九州大学大学院客員教授  

 

◇欠席委員 

委員    小林 正興   個人 

委員    真崎 克彦   清泉女子大学地球市民学科准教授 

 

◇事務局 

 

河添 靖宏   独立行政法人国際協力機構 
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審査部 環境社会配慮審査第二課長 

飯島 大輔   独立行政法人国際協力機構  

               審査部 環境社会配慮審査第二課 

      塩浦 貴之   独立行政法人国際協力機構  

               審査部 環境社会配慮審査第二課 

松本 恵理子  独立行政法人国際協力機構  

               審査部 環境社会配慮審査第二課 

 

◇ 委員・事務局以外の発言者 

<ウガンダ 水力発電マスタープラン 中間報告> 

和田 泰一   独立行政法人国際協力機構  

               産業開発部 電力エネルギー課 調査役 

小野寺 一元  電源開発株式会社国際営業部 

毛利 哲明   電源開発株式会社国際営業部 

清野 正幸   電源開発株式会社国際営業部 

      浦郷 昭子   アイシーネット株式会社 

<セネガル ポドール灌漑地区整備計画 スコーピング案 答申案協議> 

花井 淳一    独立行政法人国際協力機構  

               農村開発部 乾燥畑作地帯課長 

塩野 豊    株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

渡邊 直人   株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

<リベリア モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 DFR答申案協議> 

荒  仁    独立行政法人国際協力機構  

               経済基盤開発部 都市地域開発第二課 企画役 

園部 佳代    独立行政法人国際協力機構  

               経済基盤開発部 都市地域開発第二課 

福間 孝雄   株式会社片平エンジニアリング 

◇◇◇  ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   

 

午後３時１５分開会 
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○河添課長 では、そろそろ時間になりますので。 

 本日２件目は、ウガンダの水力開発マスタープラン。これはインテリムレポート、中間報告

の段階ですね、一度答申をいただいて、今に至ってインテリムレポートが出てきたということ

で、進捗の報告ということでお願いいたします。 

 では、事業部のほうから。 

（スライド使用） 

○和田 こんにちは、産業開発部電力エネルギー課の和田と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日は、ウガンダ国水力開発マスタープラン策定支援プロジェクト、一度、審査会を開き、

説明と答申の中で調査の方針につきいただいたご意見を踏まえて調査を実施してきまして、イ

ンテリムレポートのドラフトができた段階に進んでまいりました。ここまでの進捗につきまし

て、簡単に報告させていただきたいと思います。インテリムレポート自体は、事前にドキュメ

ントを配付させていただいているかと思います。本日は、その都度インテリムレポートのどの

辺に言及されているかということをお伝えしながら、ご説明させていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 第１回の審査会でもお伝えしておりますとおり、各ステージの調査内容は、前に写したスラ

イドのフレームワークで実施しております。第１段階として、水力発電の優位性の検証段階と

いうことで、文献調査を主に行いつつ、現地踏査も必要に応じて実施してきているということ

でございます。経済的・技術的な項目や、環境面、社会面に関する項目について調査を実施し

てきております。 

 第２段階では、有望計画地点の選定段階ということで、こちらも既存の情報を主に収集しな

がら、経済面・技術面、環境面、社会面に十分配慮した検討を心がけて努力してきております。 

 第３段階目では、開発有望地点を絞り込み、現地調査、概略設計の段階に入っていくところ

でございます。 

 インテリムレポートのドラフトができたところで、今のフレームワークの２番目のところぐ

らいまで進んできております。これからは有望地点の現地調査を、この中に書いてありますと

おり現地での調査を進めていく予定としております。 

 第１段階に関し、水力の必要性、比較優位性ということの検討をしてきておりますが、これ

については答申でも出されました点に言及しながらご説明させていただければと思います。イ

ンテリムレポートに目を通していただいているかと思いますが、答申の中でも電源開発の比較
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検討の中で、答申の１番目にいただいていますが、水力発電の比較優位性について、工期が予

定を超えることなどが多く、結局、長期電源開発に影響を与える点に関し、それらを過小評価

しないように留意すべきであるというようなコメントをいただいております。 

 これにつきましては、インテリムレポートでいうと62ページとか63ページあたりで評価のマ

トリックスを掲載しておりますが、その中でディーゼルやバイオマス、ソーラーに比べて、水

力のリードタイムというところで劣るところがありますが、これはそれ以外の項目での比較の

なかで優位性も確認しながら、考慮して調査してきております。 

 それから、答申の２番目で、ＩＵＣＡの多くのＮＧＯ、大型ダムプロジェクトへの批判が強

くあり、自然エネルギーへの期待が高まる中、あえて大型なダムプロジェクトに取り組むとい

うのは批判リスクへの対応が必要というご助言をいただいておりまして、それについて十分検

討すべきということを前回お伝えいただいて、それに対して、第５章のところで取組を記載し

てきております。電源ごとで項目別の評価について、第５章全般を通じて実施してきておりま

して、開発有望地点を選定していった段階では、135ページから150ページぐらいに至るところ

で、これも地点ごとの評価等をやっていますが、それを踏まえて実施しております。計画の多

くは流れ込み式の水力で対応するようなことも検討して、計画づくりを進めてきております。 

 それから、答申の３つ目では、ステージ１の開発電源の検討で、開発期限に応じて７つの電

源種類、総合評価、比較評価が行われ、その際、コスト面、評価基準、評価結果が変わる可能

性に留意すべきだというご指摘をいただいており、これにつきましても、第５章の中盤、61ペ

ージあたりでご説明していますが、それぞれ評価のところでイーブン評価、それから、環境重

視をした評価、それから、経済を重視した評価ということで、ケース分けをして検討してきて

おります。 

 というような流れで、答申の最初のほうの項目３つについては以上のような取組をしてきて

おります。 

 ここまで、いただいた助言に基づきながら、水力の比較優位性を検討いたしまして、主に第

５章のところで検討結果について整理しているのですが、水力の比較優位性の高さというのを

調査結果としてとりまとめております。基本的にはウガンダ政府側が大規模な電源需要を有し

ていて、それに対応できる一つの選択肢の有望性として水力が必要不可欠ではないかというこ

とでございます。ただし、水力のみでいいという結論には整理しておりませんで、特に原子力

についてはわからない部分が非常に多いのですけれども、他の電源等とミックスして検討して

いくことが良いのではないかということで調査結果としております。 
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 補足等あれば、追って調査団の皆様にもインプットしていただければと思います。 

 水力の優位性を検証したところで、この水力の優位性を検証してくる間にステークホルダー

協議なども実施しました。それから、ウガンダ政府とのコーディネーション・コミッティーで

と協議もし、情報収集もし、意見を戦わせて、出されたコメントで原子力を含めて検討してほ

しいというような要望に対して応えつつ進んできたことや、健康リスクというも開発段階であ

るのではないかというような懸念も踏まえて実施してきております。ここまでの調査は、調査

団が一方的に日本側の考えで計画づくりを進めてきているということではなくて、なるべくウ

ガンダ側の実情に基づいて、意見を聞きながら丁寧に進めてきているつもりでございます。 

 水力の優位性が見出された上で、今度は水力のウガンダ側が持っている計画地点についての

評価をいたしました。これについては、インテリムレポートの89ページあたりに７つの地点の

位置図とか高低差のレベルが書いてあるページがございますが、これらの評価を実施いたしま

した。評価に際しては、水力開発、また代替電源の比較のときと同様に、技術的な面、経済的

な面、それから、環境面、社会面において考慮すべき点についての評価マトリックスを作成し

て、ケースごとに分けて重みづけ等も勘案して検討を進めてまいりました。 

 その結果、前のほうのスライドに写映しておりますとおり、イーブンケース、エンバイロメ

ンタルケース、ソーシャルケース、エコノミックケースという４つのケース分けの中で、赤字

になっておりますアヤゴというところがすべてにおいてＡ評価ということになっています。続

きまして、表の左から３つ目にあるカルマ水力、それから、その左隣のイシンバというところ

がＡの評価が２つございます。それ以外は、オリアングではすべての評価項目がＢという結果

になっていまして、続きまして、カラガラ水力はＣが１つでＢが３つというような評価結果に

なっています。最後に、最もランキングが低く位置づけられたのがマールチソン水力とキバ水

力という結果になりました。 

 この評価をしていく過程におきましては、先回の環境社会配慮審査会でいただきましたご助

言に基づいて、こちらも調査を進めてきておりまして、出していただいたコメント、答申項目、

それぞれに対応するように進めてきております。大きなところは各評価の段階で含めて調査結

果としてとりまとめて、今のところインテリムレポートのドラフトにしてきております。 

 インテリムレポートの151ページに開発要望地点の選定ということで、７つの地点から選ば

れた３つの有望地点についてとりまとめをしております。ウガンダ側の電力開発計画、需要を

満たしていくということを考えたときに、今、Ａランクとして評価されたアヤゴ、カルマ、イ

シンバのうちの２地点ないしはすべて、３地点の開発によって将来の安定した電力供給が可能
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になるのではないかという考えを導いてきております。 

 ここから先に進むにあたりまして、カルマ地点とイシンバ地点については、それぞれ既にイ

ンドとドイツのコンサルタントがＦＳを実施している最中でございます。この調査の最初のフ

レームワークとしまして、水力開発マスタープランを作成していくのと同時に、今後の開発の

実施をある程度スピードアップしていくという方針から、開発有望性の高い地点につきまして

は、この調査の中でプレフィージビリティスタディーレベルの現地調査を実施しようという計

画にしております。カルマとイシンバにつきましては、今触れましたとおり既に他のコンサル

タントがウガンダ側の政府の要望に基づいてＦＳの調査を実施していますので、このマスター

プランスタディにおいては開発有望地点として上げられたアヤゴの地点を選定して現地調査に

進みたいと考えております。 

 ここまでがインテリムレポートのドラフトで、調査結果に基づいて出されてきた結論でござ

います。 

 このスライドは少し字が小さいので、イメージということでごらんいただければと思います。

ウガンダのビクトリア湖からナイル川へ流れてきまして、アヤゴ地点の地図でございます。ア

ヤゴ地点の開発有望地点としての調査の方針は、インテリムレポートの152ページ以降に書い

ておりまして、ドラフトファイナルレポートになったとき、この第７章以降の部分が厚みを増

してくる予定でございますが、今のところここに記載しているとおりの環境、地形・地質の特

徴を持ったところでございます。 

 このアヤゴ地点の調査を行うにあたりまして、この後、環境影響調査を現地で採択の調査を

含みながら実施していきますが、特に環境につきましては、161ページ以降、現地採択の調査、

ＴＯＲに含まれる項目出しをしております。中型、大型の生物調査、それから、社会調査に取

り組みますが、生物調査につきましては、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類、昆虫、それ

から植生についての調査を現地で実施する予定としています。 

 社会調査につきましては、土地利用、主な構造物、道路への影響、それから、地域経済、そ

れから、狩猟等を実施しておりますので、それらの影響、それから、文化的に重要な場所への

影響や観光、それから、水利用に関する影響についても調べてまいりたいと考えております。 

 アヤゴ水力の計画サイトで調査をしようと思っています。このスライドは小さくて見にくい

のですが、インテリムレポートの中でも同じ地図が載っております。ナショナルパークの中に

位置しておりまして、その中の土地利用ゾーニングもございまして、それぞれのゾーニングご

との規制等に留意しながら、どのような開発ができるのか、適切なのか、望ましいのかという
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ことを検討していきたいと考えております。 

 ざっとではございますが、インテリムレポートに目を通していただいているという前提で、

今までの調査の進捗についてご報告させていただきました。 

○河添課長 ここでコメントをいただきましょうか。 

 もしご助言等ありましたら。米田先生。 

○米田委員 １点目、ずっと私がこだわっているのは小水力発電のところですけれども、この

お話が出たときから、そして、このインテリムレポートの43ページに、小水力の発電について

は潜在発電量が少ないから検討課題としないということはずっとお聞きしているんですけれど

も、改めてお聞きしますと、これは水力電力のマスタープランをつくるという観点ですね。も

ちろん大規模なダムについて潜在的にどこがいいかというところを探すのは重要だと思うんで

すけれども、マスタープランというところで、そして、マスタープランですから、周辺の電力

をつくるところと、それの配電も含めた最終的に国民、住民にどこまでわたるかという観点の

ところも必要かなと思うんですね。そしたら、大規模な発電から送電線があって、そういった

全体の電力の配電システムの中で、この小水力というのは全く以下の検討課題から外したとい

うことで、マスタープランで含めなくていいかなというのはもうひとつ疑問になっているなと

思っているんです。１点目がまずそれです。 

 ２点目は全然別なんですけれども、最後のほうに、ダムサイト、開発のポテンシャルサイト

を絞り込んだというところがあって、そこでの環境調査のアヤゴのところに絞り込んだという

ところで、環境のところでオフセットの問題なんですけれども、別途、今、開発しているとこ

ろのダムで、滝のところに関してオフセットを設定しているというのがありましたね。これの

アヤゴのところに対してオフセットについて、この中では触れていないようなんですけれども、

何かお考えをお持ちかということ。 

 その２点をお聞きしたいなと思っています。 

○小野寺 失礼します。小水力を含めないかというお話なのですけれども、電源開発というか

電力開発全体のマスタープランということではそのように入るのかなという気がしているんで

すが、今回の場合、水力開発のマスタープランということなので、この調査の範囲はウガンダ

国全体の電力開発マスタープランという大きな枠とは違うものを考えられます。そのため、、

今回、向こうから求められているような程度の規模の電力というものが対象となりますので、

この調査の中からは外れるものと考えられます。 

ただ、ご指摘ありましたように、大きく電力開発マスタープランということであれば、小水力
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からいろんなものが入ってきて、もっと大きなフレームで考えられるべきものですので、その

場合は検討対象となると思いますし、また、この調査とは別の地方電化とか、そちらの計画の

ほうでは対象となる場合があると考えられます。 

○浦郷 オフセットの件ですが、今のところオフセットをどこにしようかというのはまだめど

はついておりません。ただ、国立公園内にはとどまらないようにしようかなとは思っておりま

す。例えば国立公園に隣接したところで、生物が広く出現するようなところ、さらにもう少し

保全をすることによって生物の分布域拡大につながるですとか、もしくは、ほかのエリアとの

コリドーに当たるようなところでちょっと分断されているようなところを、かつてのコリドー

と同じように修復するですとか、そういう適切な場所をできれば探してオフセットのほうに持

っていければなと思っております。ただ、それに関して今のところこのあたりというめどがな

いものですから、調査エリアの中にはならないとは思いますが、もう少し外を広げながら見て

いくことになるかと思います。 

○村山委員長 このプロジェクトは、電源の代替案の相対的な比較から始まって、具体的なプ

ロジェクトまでいっているという意味では、非常に包括的におやりになっていてよいと思うん

です。その前提となる水力発電を選ぶという段階で総合評価されている今日の資料の63ページ

を拝見すると、確かに水力の評価は高いのですが、ほかにもいろいろな代替案があって、決し

て低くないものもある。例えば、地熱発電に関してはいろいろな重みづけをしてもすべてＡと

いう評価になっているわけですね。 

 現地に行かれている方の評価はまた違う側面があると思うんですけれども、このレポートを

見る限り、水力発電よりは地熱発電のほうが評価は高いのではないかというふうに見えるんで

すね。あえて水力発電を選ぶことの妥当性をどのようにお考えなのか。結果がありきというこ

とかもしれませんが、文章の整合性からいくと、この評価がこういう形で本当にいいんだろう

かと考えますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 ○毛利 今の地熱発電の評価についてなんですけれども、確かに環境面という意味で言えば、

水力よりも地熱発電がいいというふうな評価を私どももしております。一方、この国全体が必

要としている電力需要から見ると、地熱発電というのはポテンシャルが低いものですから、そ

ういう意味で総合的に水力のほうが高くなったというよりは、現実的な選択となってしまった

と、こういうふうにご理解いただけたらと思います。 

 例えばレポートで申し上げますと、44ページに各電源のポテンシャルが記載されております

ジオサーマルが、私どもが調べた範囲内においてせいぜい45万Wkくらいしかございません。一
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方、この国が2023年までに必要としている電力は約100万Wk以上ですので、そういう意味から

ジオサーマルは非常に環境にもやさしい、いい電源ですけれども、需要全体を満たすには至っ

ていないということで、総合評価が多少逆転してしまったということでございます。 

 決してジオサーマルを否定しているわけでもありませんし、もっと言いますと、ウィンドパ

ワーとか、ソーラーパワーを否定しているものでもありません。それらの自然エネルギーは着

実に開発していくべきだと私どもも先方のエネルギー省も考えております。ただ、喫緊の電力

需要を満たすためには今のところ水力しかないという現実でございます。 

○小野寺 １点補足しますと、48ページのリードタイムのところを見ていただきたいんですけ

れども、現実的に入れようと思ったときに、ウガンダ国で実際に始められるかという問題があ

るんですね。どこにあるとか明確にジオサーマルそのもののポテンシャルがまだ確認されてい

ない、その知見を今からきちんと把握して調べるというピンポイントの場所まで調べていかな

ければいけません。 

 今回の水力開発マスタープランの期限が2023年までと15年ほどしかないため、その間にスタ

ートから開発、そして運転まで入っていくことが可能なプロジェクトが対象となりますので、

この時間的な観点、つまり、リードタイムという点で、今回の検討の中での対象電源として位

置づけるにはかなり難しい要素があるものと考えられます。 

○村山委員長 ご指摘の点はわかるんですが、今の点は評価項目に含まれていますよね。今の

点を考慮しても総合評価は水力だということが表からわかるような仕組みのほうがいいのでは

ないかと思うんです。もし、今の点が外れてこの表ができていて、今のようなご説明ならわか

るんですけれども、項目に含まれていて、「いや、でも違う」という話は整合性という観点か

ら疑問が呈されてもおかしくないと思うんです。そのあたりについてご検討いただければと思

います。 

○毛利 ご指摘ありがとうございました。私どもも重みづけの点で少し考え直すべき点はあろ

うかと思います。また検討させていただきます。 

○河添課長 そうですね。確かに答申案の中にも、いろんなシナリオに応じて感度分析が必要

なのではないかというお話もあったと思います。この点を加味して整理していただけるとよろ

しいのかもしれません。 

 あと、何かコメントありますか。平山先生。 

○平山委員 これは以前にもお話があったようにも思いますが、せっかくこのようなレポート

を書いていただいたので、もう少し詳しくわかるように書いていただければと思うところがあ
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ります。151ページで、調査の結果３地点が見つかりましたということで、その３地点につい

てはインドとかドイツのコンサルがスタディを実施している途中なので、ここの読み方だと、

外しております、ということでアヤゴが残ります、とこう書いてありますが、ほかの国のコン

サルが調査をしていたら、このマスタープランでは外すことになっているのかということ、そ

の点をもう少しわかりやすく説明しておいていただきたい。アヤゴに決めるにあたってはとい

うことですね。そこはどう理解しておけばよろしいのでしょうか。 

○毛利 今の点につきましては、私どもはイシンバ、カルマが、よその国がやっているからマ

スタープランから外しているというふうには考えておりません。マスタープランには当然含ま

れております。言葉足らずで恐縮ですけれども、私どもが外したのは、次の、今年度始まりま

す現地の調査地点、プレフィージビリティスタディから外したと、こういうことなんです。 

○平山委員 その外した理由を説明していただきたいのです。インドやドイツが調査している

から外したのではないとすると、なぜ外したのかということを。 

○和田 この３つの地点の有望性については評価であったとおりで、アヤゴが一番Ａ評価が多

かったということで、基本的にはアヤゴのプレＦＳへ進めることの妥当性は我々としては認識

したところですが、プレＦＳというのはフィージビリティスタディよりも一歩前の段階になる

ので、既にＦＳまで進んでいるところに、日本の調査団が、ウガンダ政府の計画の進捗もござ

いますが、日本政府側でこの調査の範囲でできるプレＦＳレベルの調査を実施するというとこ

ろからは、検討として外したという意味合いでございます。 

○毛利 すみません、もうちょっと具体的にご説明させていただきますと、私ども、この後、

有望地点の測量と現地のボーリング調査をアヤゴに対して行う予定でございます。一方、この

国がやっております例えばカルマでしたら、インドのコンサルタントが同様にＦＳの中でボー

リング調査を実施する予定になっております。そこで私どもが同じことをやっても仕方がない

という意味で外したということでございます。例えばイシンバという地点におきましては、ド

イツのコンサルタントが既に測量をする予定になっておりますので、私どもが同じことをやっ

ても意味がないと、こういう意味なんです。 

○平山委員 同じ調査をやっても意味がないというのはよくわかりますし、向こうの政府の情

報を得てそういう重複が起こらないようにするというのは非常にいいことだと思うのですけれ

ども、このマスタープラン調査ではどこにつくるかというところが最終的には非常に重要なわ

けで、その判断をこの調査では今の段階からアヤゴに決めているということになるのか、それ

とも、向こうの政府のつもりとしては、日本の調査、インドの調査、そしてドイツの調査が全
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部終わった段階で、各３地点ということで９地点ですか、９地点の中からまたさらにここが一

番いいというものを選択すると、そういう手続になっているから、日本はアヤゴだけの３地点

の調査をする。そういう方針で臨んでいるということなのでしょうか。 

 そこらあたりの感じが、ここの文章ではよくわからない。要するに、「したがって、このマ

スタープランスタディにおける開発有望地点としてはアヤゴ地点を選定することとする」とい

う文章の「したがって」のところが、いったい何にしたがっているのか、よくわからないとい

うことです。 

○清野 ７地点全体に対して検討してマスタープランをつくるわけですけれども、我々の対象

にする期間は平成23年までなんですね。平成23年までに２地点ないし３地点、その中には、ド

イツのコンサルが受けて始めたイシンバ地点、それから、インドコンサルがＦＳを始めたカル

マ地点、その２地点が含まれているわけですね。３地点と言えばそれプラス、アヤゴ地点、あ

るいは、２地点の中にアヤゴが入るのかカルマが入るのか、イシンバが入るのか、それはこれ

からなんですけれども、ということで、３地点、可能性としてですね。 

 しかも、その３地点の中では、今ご説明しましたように、２地点についてはＦＳがスタート

しているということで、ＪＩＣＡとしては残りの１地点、我々の評価で言えば３地点の中では

一番上にくるわけですけれども、その地点についてプレＦＳをやるということで、その中身に

ついては他の２地点とほぼ同じということで、しかも他の２地点がどういった内容で調査する

かということは常に我々も情報を得て、あるいは、こちらの情報を向こうに伝達してというこ

とで、連携をとりながらやっております。 

○浦郷 もう少し追加させていただくと、最終的にこの調査のアウトプットとして出てくるも

のに２つ種類があります。１つは、マスタープランスタディ、国全体のマスタープラン、いつ

ぐらいにどの電源を導入していってこの需要に合わせていきますよというような計画ですね、

それが一つ出てくる。もう一つ、別個でプレＦＳというのが走っています。 

 ここの書き方でちょっとわかりにくいのが、「本マスタープランスタディにおける」と書い

てしまったのがちょっとわかりにくいかと思うんですけれども、マスタープランスタディとい

うのももちろんまだ終わってないです。これからもう少し検討していって、最終的なアウトプ

ットとして、ほかの電源も全部入れた、イシンバも入り、カルマも入り、アヤゴも入り、今建

設中のブジャガリも入りで、その全部入れたものがマスタープランスタディとしてこの後つく

られてくるものです。 

 そちらのアウトプットが一つあり、それと並行してこのプレＦＳもやって、プレＦＳの最終
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的な図面が出てくるというものなので、イシンバとカルマをここで外したというふうに書いて

あるんですけれども、別個でつくるマスタープランスタディの中には入ってきます。 

○河添課長 平山先生のご意見をちょっと角度を変えてお話すると、私の理解ですよ、大きな

マスタープランの中で３カ所を選定するという方針を立てていて、その一方で２カ所がほかの

国で実施されているというところ、先に実施されているから残りの１つ云々というよりは、マ

スタープランの中に有望地点なりを妥当性をもって検証してみませんかと、そういうご意見で

すよね、恐らく。 

○平山委員 はい。 

○河添課長 マスタープランとして地点の妥当性をちゃんと評価して、その上で適切なところ

を選びましょう。本来であれば、インドとかドイツは置いといて、優良なところはどこなんだ

ろうというのを定義するのがマスタープランの役目なんでしょう。そこをはっきりさせてから、

プレＦＳ等の段階にいけばよろしいのではないかというご意見に私は理解しました。 

 もしそのようであれば、報告書の内容なり書きぶりのところ、あと、先ほど村山先生からお

話いただいた点も重要なところだと思うのですが、報告書の中ではもう少し整合性を持ちなが

らまとめたがいいかもしれないというご意見と私は受け取りました。 

 あと、ご意見はいかがでしょうか。何か事業部のほうからも補足等々あれば、結構ですけれ

ども、よろしいですか。 

 では、報告書の表現ぶりのところもあるかと思いますので、そういうところは修正なりして

いただいてと。引き続きこの案件は、今回の助言を踏まえながら報告書を作成して下さい。 

 実はこの次の報告書を作成する時期というのは結構後ろなんですよね、確かね。いつぐらい

になりましたっけ。 

○和田 今年の年末に近いぐらいにドラフトファイナルレポートが作成される予定です。 

○河添課長 またしばらく時間は空きますが、今回の助言を踏まえ調査を進めていけば良いと

思います。 すみません、お時間をいただきありがとうございました。 

 事業部の方もありがとうございました。 

 では、５分程度休憩して、その次のセネガルのほうにまいりましょうか。 

 すみません、今日は４件ありますので、よろしくお願いします。 

 では、５分間休憩ということで。 

 ありがとうございました。 

○和田 どうもありがとうございました。 
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午後３時５６分休憩 

午後４時０３分再開 

○村山委員長 それでは、答申案協議を始めたいと思います。 

 最初の案件が、セネガルのポドール灌漑地区整備計画のスコーピング案の答申案協議になり

ます。 

 いただいているご質問が７件と、コメント13件ということになっていますので、まずご質問

に対してご回答ということで、今日資料をいただいていますので、ここをまずご説明いただけ

ますでしょうか。 

○花井 ＪＩＣＡ農村開発部の花井と申します。よろしくお願いいたします。 

 今、お手元にお配りした資料を基にいただいた質問、コメントに対する回答のポイントを説

明させていただきたいと思います。 

 まず、質問の１番目、２番目に関連して、今回の事業対象地区を含むような形で行われるＭ

ＣＡ事業のＥＩＡとの関係についてですが、ＪＩＣＡの環境社会配慮のガイドラインに沿って

評価を行うべきであるということ、もう一つは、全体に包含されるような形にはなっています

が、我々の事業は先行して行われるため先方の法令上ＥＩＡの手続きが義務づけられているこ

とから、独自にＥＩＡの手続を進めていきたいと考えています。 

 ただ、ＭＣＡの方で行われるＥＩＡのアウトプットについては、できる限り活用していきた

いと考えております。 

 整合性についても、現時点では特に問題はありませんし、今後もウォッチしていきたいと考

えています。 それから、質問の３点目、流量に関してですが、回答のところに本事業の必要

水量は最大4.6㎥/secとあります。それに対してセネガル川の流量を2008年の月平均の最大・

最少で見ますと、上流のマナンタリとか下流のバケルで一番少ない時期で132とか147㎥／sec

なので、対象サイトでは恐らく100ぐらいだろうと思われます。ただ、これは今回の調査で流

量データを整理しますので、そういった想定の下、確認していきたいと考えています。 

４、５、６につきましては、伐採する際には、伐採許可をローカルコミュニティに申請するた

めの費用が必要です。「ミレット」は、全国あるいは州でのミレットの生産データはあります

けれども、ポドール県ではあまり大規模な生産が行われていないということもあってデータが

ないのが現状です。ただ、今回、第２次現地調査で十分なヒアリングを行いたいと思っていま

す。 

「農民組合」と「水利ユニオン」は、異なるカテゴリーのグループですが、今回、農民組織と
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いうことでスコーピング案で取り上げる場合は、そのすべてを指しております。 

 それから、雨期の現地調査についてですが、現時点では想定しておりません。生物生態系、

住民移転、水質汚濁、土壌汚染等が状況確認を予定している項目ですが、住民移転は特に雨期、

乾季ということには影響されないと思いますし、水質汚濁、土壌汚染については、むしろ雨期

は乾季よりもより状況は緩和されると想定していますで、乾季の調査で十分と考えております。

ただ、生態系については季節によって変化することも十分考えられますので、漁業生態系への

影響を中心に関係者へのヒアリングを行おうと思っております。 

 以上、質問に対する回答のポイントです。引き続きコメントに対する……。 

○村山委員長 一度ここで切らせていただいて。 

 もし追加でご質問あれば出していただければと思いますが。田中委員、原嶋委員、いかがで

すか。よろしいですか。 

 わかりました。では、続けて。７番の自然環境のところまで一度ご紹介いただけますでしょ

うか。 

○花井 今説明したポイントですか。 

○村山委員長 いえ、次のコメントの１番、ＭＣＡとの協議から、５、６、７がスコーピング

案の自然環境というふうになっていると思いますが、ここまで一度、お願いいたします。 

○花井 はい、わかりました。 

 特に魚の産卵場所になっていると思われるマリゴ湖に関してですが、これは１番、２番、７

番に関連しますが、今回はマリゴ湖を含まない予定です。ですから、魚の産卵場所に影響を与

えないような形での事業実施を基本的に考えていることを強調させていただきたいと思います。 

 前回お配りした審査会資料の25ページに代替案でゼロオプション、もともとの要請サイトで

の事業実施、今回想定しているプロジェクトサイトでの事業実施という３案の比較があったと

思います。魚の産卵にとって重要な地域であるマリゴ湖に影響を与えないような形で事業を実

施する、もともとの要請内容は選択肢としては好ましくないという記述を、資料の21ページの

８の２の部分でさせていただいております。この部分については、もう少し詳しく書かせてい

ただきたいと思っております。 

 それから、公害問題について、地下水質は記述を追加します。農業廃棄物については、ご指

摘ではＣではないかということなんですが、確かに精米施設から稲藁とか籾とか糠が相当出る

ことが想定されますので、類似地域の諸状況をもう一度十分確認したいと思います。 

 一方、残土等について、これは今回高低差が非常に少ない平坦な地形での土工で、なおかつ、
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等高線に沿った区画整備を考えておりますので、残土の発生はわずかではないかと考えていま

す。また、残土は逆に堤防の盛り土等に使うことも想定していますので、元の案のとおりＤ評

価でよろしいのではないかと考えております。 

 それから、流量についても、先ほど説明しましたとおり、引き続き情報収集をしますが、基

本的に水収支への影響は小さいのではないかというふうに考えております。 

 地形・地質も同じくですね。 

 ７までですね。よろしいでしょうか。 

○村山委員長 それでは、７番までで何か追加のコメント、ご質問ありましたら、お願いいた

します。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 もともと日本に対して要請があった、マリゴ湖を対象地域に含める形はよろしく

ないということで、プロジェクトサイトという形でマリゴ湖を除いて計画を進めていこうとい

う判断があって、その判断自体は非常にいいと思うんですね。 

 ただ、本要請サイトだかプロジェクトサイトの外側、もっと広い範囲で開発を進めようとい

う計画があることからすると、日本が、マリゴ湖を除いたからといって、マリゴ湖が最終的に

大きなプロジェクトスコープで見たときに、日本側が意図していたように開発から逃れるとい

う保証はない。何層かのプロジェクトの計画が積み重なっていったときに、果してマリゴ湖が

日本側が当初考えたような 

形で保たれるかどうか保証がないとすれば、日本側とすればむしろプロジェクトサイトから除

いてしまうよりは、保全対象地域として取り込んでしまったほうが、ＪＩＣＡの判断との整合

性という意味では望ましいという気がします。 

 あまりこういう例はないと思うんですけれども、個々のプロジェクトを見たときには環境影

響は回避されているが、幾つかの計画が積み重なったときに果して環境影響が本当に回避され

るかどうかわからないというリスクがある。こういう計画のときこそ戦略的な環境アセスメン

ト的な考え方を取り入れつつ、日本側が手をつけなければ、ほかの者も手をつけないという保

証はどこにもないんだろうと思うんですね。であれば、自分の庭先からはき出してしまえばも

う関係ないというのではなくて、むしろ保全の要素を含みながら、プロジェクトサイトの中に

取り込んでしまったほうがいいのかなと。 

 セネガル側と話をしていく過程で、保全についての意識というのか、向こう側の考え方なり

がわかって、何か共同できることがあればやりましょうと書いてあるわけですけれども、もう
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一歩、二歩踏み込んだ形で日本側として対応していただいたほうが、今後ＪＩＣＡとしてこう

いう複合的な環境影響とを取り扱った経験としていい事例になるのではないかという気がしま

す。そうした期待をしつつ、７番のコメントをさせていただいたつもりです。 

○花井 ご指摘、ありがとうございます。ここに書いておりますように、ＭＣＡと、もっとい

えばセネガル政府側と、ポドール窪地の開発についてＪＩＣＡは一部をやるけれども、その他

はＭＣＡ事業でするということで、ミニッツを結んで、三者で十分協議していくということを

確認した上で、これから調整に次ぐ調整をＪＩＣＡ事務所、調査団と先方でやっていく予定に

しています。 

 野村先生ご指摘のとおり、うちに関係ないからいいやというふうに思っているわけではなく

て、ＪＩＣＡとしては再三再四にわたって、まずサイト選定の時点にさかのぼって、マリゴ湖

保全の重要性は先方に対しても強調しています。このポドール窪地全体を最適に開発するには

どうすればいいかという視点で今後も協議し、ご指摘のあった点については重々承知した上で、

先方といかに協調して生態系に可能な限り影響を与えないような形で開発する絵姿を考えてい

きたいと思います。 

○長谷川委員 逆にこういう質問をしますけれども、今言ったような観点から、既に先行して

いるＭＣＡの環境影響評価自体は、今、野村委員がおっしゃったＳＥＡ的な観点を取り入れて

やっているようなんですか。 

○花井 そうですね。 

 この辺については調査団から答えていただいたほうがいいかもしれません。 

○渡邊 ＭＣＡによって行われているＥＩＡについては、我々よりもかなり広汎な範囲で検討

をしておりまして、その際に代替案として幾つかの検討を行っております。そういう意味では、

ＳＥＡ的な判断はされていると言っていいのかなというふうに考えております。それで、マリ

ゴ湖については、必ずしも固有の名称を上げているわけではないんですが、ポドール地区も含

めてほかの地域での内水面漁業に対する影響というのも十分認識して評価をしております。 

 その中で必ずしもマリゴ湖についてそのままの形で保全するということは書いていないんで

すけれども、漁業資源に対する影響ということで、対策としてのプロジェクトを幾つか上げて

おりまして、漁業資源の種苗の増産ですとか、あるいは、漁業者に対する職業トレーニングと

いった対策は立てております。そういう意味で、我々が見ないからマリゴ湖は死に体になって

しまうのかということに関しては、決してそうではないというふうには認識しております。 

○村山委員長 よろしいでしょうか。 
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○花井 いずれにしてもまだはっきりしない部分もありますので、今ご指摘のあった、要はＭ

ＣＡのＥＩＡの方針とどれだけ我々が考えていることと整合するのかというところが重要にな

ってくるかと思うんですが、引き続きその点については第２次現地調査で確認していきたいと

考えております。 

○村山委員長 今回の計画のスコープに入るかどうかは別ですけれども、関係ないわけではな

いことは共通理解だと思いますので、その点を是非配慮していただければと思います。 

 田中委員。 

○田中委員 別件ですけれども、私のコメントの５番のところに関連してなんですが。確かデ

ータをいただいてみると、セネガル川の流量に比べて、新しいほ場に導水される必要量という

のははるかに小さい。ある意味変動の範囲だと、これはよくわかりました。とはいえ、ここで、

氾濫原でかなり広大な敷地と言いますか、面積の土地にこういうほ場をつくってやる、作物栽

培ということになると思うんですが、ざっと計算するとここに１日何十万トンかの水が導水さ

れていくわけですよね。その水は、蒸発するのもあれば、地下に浸透するのもあるでしょうし、

あるいは、どこか排水路を通ってまた元へ戻るということになるんだろうと思うんですが。 

 そういう点で、私は、水収支、水文というのはトータルでどうなるのかなという質問をした

わけです。セネガル川全体から見れば、確かにこれは流量比較をすれば誤差の範囲かなと思う

んですが、全体として水収支の変化はどうでしょうかと、こういうことをコメントに上げたの

が５番の意味です。その点はいかがでしょうか。 

○花井 ポンプで揚水して排水するというところで、それがどの程度吸収されたり蒸発散した

り、あるいは、また川に戻るのかということだと思いますが、引き続き調査は必要だと思いま

す。 

○渡邊 水収支に関して、先生のおっしゃるとおり、マクロな視点ではまず影響はないであろ

うということは我々も認識しております。上げさせていただいたデータが、花井課長からもご

説明ありましたように、かなり大きなところで、数百キロ単位で上流だったり下流であったり

というところでございます。ポドール自体でも、ポドールの市街に測定局がございますが、こ

ちらについては水位のデータはある程度そろっておりますが、流量という形ではまだデータが

十分に整理できていない状況です。今後、第２次現地調査の中でこちらについては確認して、

ある程度の数字に関しての検討は行うつもりであります。 

○花井 減水深のデータをとらないとわからないということですね。 

○渡邊 そうですね。第１次現地調査はＭＣＡとの調整といった部分が中心でしたので、通常
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の調査でやります水文、水収支に関するデータ収集は第２次現地調査なので。 

○田中委員 わかりました。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 それでは、残りの８番から13番の部分、ご説明をお願いいたします。 

○花井 ８番、９番は地域経済に対する影響ということなんですが、個人の灌漑農業従事者へ

の影響というのは確かに重要なポイントだと思いますので、影響に対する必要な措置について

は今後検討していきたいと考えております。 

 それから、灌漑施設稼働後の評価で地域経済の評価がＣとＤになっているんですが、これは

負の側面から見たときに負の意味ではあまり影響はないだろうということで書かせていただい

ております。一方で、プラスの影響はと言われますと、もちろん地域経済にプラスの影響をも

たらすことを前提として案件を実施しようとしていますので、これについても記述したいと思

います。 

 それから、今、灌漑農地はこの対象地区にはほとんどないんですが、牧畜、草地としてはあ

る程度利用されていますので、その影響については若干追記したいと思っております。 

 それから、10番、アクセス道路に関してなんですが、結論から言いますと、現時点で道路の

拡幅事業等は想定しておりません。これは未舗装ではありますけれども、既に良好なアクセス

道路があるということです。 それから、11番の土地利用なんですけれども、これも、先ほど

申しました牧畜従事者への影響については、その必要な措置を含めて検討したいと思います。 

 それから、12番、社会インフラサービスでプラス面もあるのではないかということですが、

まさにご指摘のとおりで、その旨を記述したいと思います。 

 最後、13番について、廃棄物、事故、災害、風土病について十分検討すべきということなん

ですが、これについてもご指摘のとおりということで先ほど申しましたように、特に籾殻等に

ついてはＣ評価ということで検討したいと思います。 

 それから、ワニ等について、ワニの生息は特に報告されていませんが、評価としては、その

他の害獣のこともありますので、Ｃとして、他の類似事例調査を基に十分検討したいと思いま

す。 

 風土病についても、ＨＩＶ、エイズ等の感染症という記述になっておりますけれども、併せ

て風土病、水因性の疾病等についても、マイナス面でどういう影響が出るかというようなこと

を中心に十分検討したいと思っています。 

 以上です。 
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○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ここの部分、いかがでしょうか。原嶋委員、どうぞ。 

○原嶋委員 ２つだけ。１つは、個人の灌漑農業従事者に対する取り扱いですが、先方の国の

ルールの中で、非自発的住民とは全く扱いが別になるんでしょうか。それとも、同じようなル

ールの中で処理される問題なのか。これが１点目です。 ２つ目は、この前ご質問させていた

だいたんですけれども、ほ場での農業従事者はほとんど市街地から通ってくるとおっしゃって

いました。開発が進んでどのくらい新しく従事者が増えるのか、そういった見込みとか、ある

いは、生産がふえて出荷とか、いろんな形で交通量がふえてくることはある程度避けられない

と思うんですね。それがそれほど大きなインパクトではないのかどうか、この辺を教えていた

だきたい。 

 この２点です。 

○花井 １点目については、先方政府との協議においては、個人の灌漑農業従事者については、

もちろんその方々の意向もありますが、プライオリティを上げて、今回の灌漑地区は最終的に

恐らく0.5haずつぐらいの規模で分譲されることになると思います。これは先方政府の意向で

す。 

 それから、アクセス道路については、調査班団のほうから補足していただけますか。 

○渡邊 アクセスの件についてなんですが、確かに近隣から農家の方が通ってくるという状況

は確認しております。ただ、こちらの方々は、きちっと整理できているわけではないんですが、

見ている限りは徒歩ですね、車ではないので、そういったことに関してはリスクは少ないので

はないかと考えております。 

○花井 農産物がここで生産されて、その集出荷、農業資材の搬入とか農産物の出荷によって

現在とは違った交通量、それに見合ったアクセスが必要ではないかとご指摘だったと思うんで

すが。 

○渡邊 失礼いたしました。農産物の輸送に関する車については、現時点で、こちらのスライ

ドにありますポドールと書いてある黒い四角から南にいっている太い線については舗装道路で、

かなりの交通量が走っております。ここまでのアクセスについてなんですが、農産物の集出荷

施設をどこに置くかによっても若干変わってくるとは認識しています。現時点でそこまでは明

確になっていないという状況です。 

○花井 今回、ほ場整備のみならずポストハーベストの収穫後処理施設の導入も併せて要請が

あり、それについても第２次現地調査で詳細を検討したいと思っています。多分、収穫後処理
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施設は舗装道路やアクセスのいいところを建設予定地として考えると思いますし、あとはその

処理施設までの農道といいますか、フィーダーロードのアクセスについても併せて検討してい

きたいと思います。 

 ほ場整備の一環として道路の部分、農道はつくりますよね。その辺、ちょっと説明してくだ

さい。 

○塩野 今の質問なんですが、処理施設も含めまして、前回、短い期間で相手国政府と打合せ

をした段階では貯蔵施設が４カ所、それから、精米所が１カ所ということで、精米所に関して

はあくまでも右側にあるポドール市内の外側に１カ所でいいけれども、貯蔵施設はできれば４

カ所を分散してほしいというお話が確かにあちらからはありました。というのは、既存の農道

がポドール側のところに、先ほども説明がありましたけれども、外縁状に入っていて、中にも

３本ぐらい既存の農道みたいなものがあります。 

 我々としては、それを次回の本格調査によって、もちろん既存の農道を生かしつつほ場整備

をやって、幹線用水路、二次用水路、三次用水路、同じく排水路、そういうものも計画しまし

て、それと前後として、用排兼用水路に関連して農道を地区内で計画いたしますので、道路に

関しては地域内は問題ないと思うんですが、今言った精米所、もしくは４カ所が分散するか１

カ所にまとまるかは、まだ今のところわかっていませんけれども、それに至る農道もできるだ

け、我々としては今の段階ではほ場内の農道及び既存の農道を利用して計画するようにしたい

と思っております。 

○村山委員長 原嶋委員、よろしいですか。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 この部分でいうと田中委員と長谷川委員ですね。よろしいですか。 

 それでは、全体を通じて何か追加でコメントがありましたら、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、今後の予定ということになりますが。 

○事務局 この答申に入れるコメント、をとりまとめて、また皆さんにまとめたものをお配り

することとします。それを確認いただいてホームページに掲載するという手順になっています。 

○河添課長 とりあえずこれから１週間の間にコメントの整理をしていただくということでよ

ろしくお願いします。 

○村山委員長 ご質問いただいている部分で、今日ご回答いただいたものを受けて、コメント

を追加で出す必要があるということであれば、是非お出しいただければと思います。 
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 では、よろしいでしょうか。 

 それでは、この案件はこれで終りにしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 次の案件ですけれども、現地とテレビ会議をつなぐ時間が決まっているらしいので、５時10

分からしかテレビ会議が始められないと。その前に説明が進められるかどうかはわかりません

が、少なくとも10分は休憩をとらせていただいて。もし可能であれば先に説明をスタートさせ

たいと思います。 

午後４時４２分休憩 

午後５時０５分再開 

○村山委員長 それでは、２つ目の案件になりますが、リベリアのモンロビア首都圏ソマリア

ドライブ復旧計画のＤＦＲの答申案協議になります。いただいたコメントが全部で12件ありま

すので、半分に分けて、まず１番から６番まで対象に説明をいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○河添課長 すみません、リベリア側のほう、ミュートにしていただけますか。そちらの音声

を拾ってしまうので。ありがとうございます。 

 では、どうぞ。 

○園部 経済基盤開発部の園部といいます。本案件のマスタープランの担当をしております。

いただいた12個のコメントのうち、まず１から６について回答を申し上げたいと思います。 

 答申いただいた内容も読み上げたほうがよろしいですか。 

○村山委員長 いや、結構です。答申内容のほうは簡単で結構ですので、対応についてよろし

くお願いします。 

○園部 はい。では、対応案のほうだけ簡単にご説明申し上げたいと思います。 

 １．について、大気汚染、水質汚濁、廃棄物に係る現況は悪く、前回ご報告申し上げました

ように、スコーピング段階でＢと評価しています。工事中は例えば土埃に対しては水を撒く、

燃料油やコンクリートが流出してしまうことには防護壁を設ける、また、廃棄物も適正に管理

するなど、適切な防止対策を講ずることにより、スコーピング時と設計時と比較して特段大き

な悪化は進行しないと判断して、現況の同等レベルのＢと評価しております。 

 また、供用開始後については、先日お配りしましたＥＩＡ報告書の７章の該当部分について、

リベリア側に以下のようなことがとられることを考えております。 

 まず１点目としては、湿地帯内の違法活動を取り締まる法令の整備、２点目、行政府・専門

 21 



家を含む湿地帯管理委員会の設立、３点目、すべてのセクターの参加を求め、国家開発計画に

伴う湿地帯問題一元化の検討、４点目、湿地帯保全のための国民意識改革プログラムに基づく

湿地帯内居住者移住の検討、５点目、湿地帯に隣接する近隣諸国間との保全協力の検討、６点

目、保全すべき湿地帯部の境界画定と代替生息地問題への取組。 

 以上の適切な対策がリベリア側によってとられることを期待し、極端な悪化は進行しないと

考えまして、Ｂと評価しております。 

 ２点目についてですが、湿地帯内の生態系への影響に関して詳細な調査が必要ではないかと

いう先生のコメントに対しましては、本件、湿地帯関係としましては、湿地帯につながってお

りますクリークが２本、道路の下を通ってございます。よって、クリーク周辺の生物生態系の

調査をＥＩＡ調査では行っておりまして、第４章に記載してございます。 

 過去に審査会でも報告させていただいておりますように、2003年の内戦終結から湿地帯内に

人口がかなり移動しておりまして、水辺のそばまで人の移動が進んでおります。その結果、生

物生態系へ十分な影響を及ぼしていることは確かでございます。こちらについては第７章に記

載してございます。 

 ただ、今回の道路に関しては、クリーク周辺への影響というところに注目しておりまして、

クリーク周辺の生態系調査の結果、クリーク周辺には希少種が存在せず、また、生物生態系へ

の影響はほとんどないということが判明しておりますので、更なる調査は必要ないと判断して

おります。また、湿地帯の生態系調査を実施する場合、鳥類・魚類の移動・分布を考慮すると、

登録湿地帯全体のおよそ6,750haが対象となることになります。 

 ３点目についてですが、メスラド湿地帯の保全計画について、現在、リベリアで作成中でご

ざいますが、今回得られた情報を提供する等の必要な支援を行うことを検討してはどうかとの

先生のコメントをいただいております。これにつきましては、本事業計画が実施される場合、

ＥＩＡ制度に基づいて、報告書はメスラド湿地帯の管理にあたるＥＰＡに提出し、広く情報を

共有することが可能となりますので、情報提供というところでは確保されるかと思います。 

 次に移りまして、４点目でございます。こちらについては、今回の道路事業により、後半部

分だけ読み上げさせていただきますが、道路が復旧した供用後の中長期的な時間軸では、道路

整備に伴う物流と人流の向上により、地域経済へある程度のプラスの影響が発生すること、そ

れについて言及すべきではないかとの先生の指摘を受けております。 

 これにつきましては、まず４章で書いております影響については、あくまでもアドバンスイ

ンパクト、負の影響に焦点をあてて記載してございます。一方、プラスのインパクトにつきま
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しては、ＥＩＡ調査報告書の１章目、イントロダクションの部分に書いてございます。具体的

には、今回、モンロビア首都圏の幹線道路の改修をすることによって混雑の解消が図られます

し、また、リベリアにございますフリーポートとギニア、コートジボアールを結ぶ国際幹線で

もございますので、国際幹線を整備することによってフリーポートの活用、その結果、経済の

活性化、当然ながら人とものの流れの促進、また、安全の確保といったプラスの影響が考えら

れまして、こちらはイントロダクションに記載してございます。 

 ５点目、今後の調査において住民移転数を小さくする努力が必要である。こちらにつきまし

ては、協力準備調査で現地測量、道路計画、排水計画を実施して、改修計画に必要な最少範囲

を決める予定でございます。なので、ＲＯＷとしては150フィートと設置しておりますけれど

も、実際に使う事業幅に応じた形での住民移転、数百メートルの区間ごとにそれを定めて住民

移転数の最少化を図ります。 

 ６点目、またその過程でＲＯＷが小さくなる場合には、それに応じた騒音、振動等環境影響

の予測を行い、必要に応じた緩和策をとるべきであるとの先生のコメントをいただいておりま

す。ＲＯＷの幅をどれくらいとるのかというのは、リベリア国の法律等で定められた専決事項

と考えられますので、本改修計画で、例えば150フィートを100フィートにせよというような形

で触れることはしません。改修計画によって発生する影響範囲の最少化に努めることといたし

ます。 

 また、騒音、振動の測定場所については、日本の法令を参考にさせていただいているんです

が、自動車騒音の限度を定める総理府令によりますと、道路に接している住居等においては、

道路の敷地境界線、これがすなわちＲＯＷになるかと思いますが、ＲＯＷの地点において実施

することとされておりますので、本件については、ＲＯＷの150フィートの位置を測定場所と

することが妥当だと考えております。 

 以上、６番目まで、足早ですけれども、回答させていただきました。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ここの部分に関して、ご質問、コメントありましたら、お願いいたします。 

 田中委員、お願いいたします。 

○田中委員 ありがとうございます。１番目の回答の対応案の考え方についてなんですが、こ

こでは、この道路事業によって湿地帯に若干のというか、それなりの影響が出るのではないと

いうことを前提に質問というかコメントをさせていただいたんですね。ご回答を見ると、法令

の整備、委員会の設置、あるいは、問題の一元化の検討とあるんですが、結局、事業そのもの
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に伴う直接的な緩和策ですね、ミティゲーションといったことは必要ないでしょうか、という

問いです。 

 つまり、総体的にはこういう体制をつくって整備していくということで、これはこれで長期

的にはこの法令を整備することで事態の悪化を改善するということは実効性があるというか、

有効性があるかもしれませんが、直接的な道路事業そのものから出てくるインパクトに対して

の緩和策、ミティゲーションはどうでしょうかと、こういうことですが、その点はいかがでし

ょう。 

○園部 道路事情が直接インパクトをもたらすという地点としてはクリーク部分になるかと思

います。そちらについて、例えば工事施工中については、油漏れがしないためには油が漏れな

いための膜を設けるですとか、橋を拡張する部分がございますので、そこについては例えばコ

ンクリートが流れないようにといった形での、施工中の対応策があろうかと思います。 

○田中委員 供用時にはそういうことは……。 

○田中委員 道路事業が供用されて交通量がふえると。それに伴って汚染物質あるいは廃棄物、

ごみが捨てられるとか、そういうことがふえてくると思うんですね。そういうことに伴っての

負荷に対して、直接的な緩和策なりは必要ないんでしょうか。 

○園部 福間さんのほうですぐ回答できる状況にありますか。 

○福間 こちらリベリアです。ご指摘の点についてですが、これは主に建設中に発生する負の

影響をどうやって低減するかということで、これにつきましては、４章のほうで、例えば４の

２の16の水文・水流とか、それから、４の２の24、廃棄物ですね、それから、４の２の23、こ

ういったところに記載しております。ですから、これは主に工事期間中に機械から油が流れる

とか、また、コンクリートがクリークの中に入ってしまうとか、また、工事によって生じる残

滓物等を適切に処理していけば、工事期間中の負の影響というのは、現在のレベルとほぼ同等

のレベルにとどまると、そういうふうに評価しております。 

○福間 供用後に関しましては、道路管理者のみならず、モンロビア市、それから、メスラド

湿地帯を管理している環境保護庁等が湿地帯への人圧等による影響を低減していく施策をとっ

ていただく必要があるのではないかと。今、湿地帯に流入しています違法居留を増加させるよ

うなことがあれば、これはいけないということで、リベリア側はそこを十分承知いたしまして、

コメントの回答として、いわゆる違法居留を取り締まる法令の整備が今はございませんので、

そういったものを整理して、今以上にメスラド湿地帯に負荷が及ばないような政策をとってい

きたいというのはリベリア国側も十分理解しております。それに従って先ほどコメントとして
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述べたような提案をさせていただいております。こういったことがとられた場合は、現在以上

にメスラドの環境が悪化しないと、そういうふうに考えております。 

○村山委員長 田中委員、よろしいでしょうか。 

○田中委員 はい。 

○村山委員長 この前ご説明いただいた資料の中では、ある程度影響が想定される項目で、今

日田中委員がご指摘されている項目が上がっていて、「供用後についても悪化が懸念される」

という表現が入っているので、こういったご意見が出ているんだと思うんですが、現時点では

今のようなコメントということでよろしいですね。 

 わかりました。 

 それでは、ほかに。野村委員、どうぞ。 

○野村委員 コメント５番、６番の回答なんですが 

５番の回答は、私の理解では、ＲＯＷ150フィートという定めにかかわらず、改修計画に必要

な最少範囲で住民移転数を最少化しますということは、法令を変えろと言っているわけではな

く、実態として150フィートよりも狭くなる可能性がある、それによって住民移転を最少化し

ましょうとと理解したんですが。 

 そうだとすると、騒音、振動についてはＲＯＷが150あるのであれば、ほとんど影響はない

でしょうというのが前回の説明だったようですが、実態的に住民移転を最少化することに伴っ

て、移転しないで150フィートよりも近いところに住居は残るということがあるとすれば、騒

音、振動の影響とが高まる可能性があるのではなかろうかということで、この６番目の質問を

させていただいたんです。もし道路のより近くに家が残るとしても、やっぱり150フィートの

遠いところで観測しますというのは、お答えの趣旨がよくわからないのですが、私の勘違いも

あるかもしれないんですけれども、説明を加えていただければありがたいんですが。 

○園部 前回もこの暫定の断面図をもってご説明させていただきましたが、おっしゃるとおり、

これ自体の実際の必要メートルというのは協力準備調査で追って計画されるんですが、現在の

ところ考えられている部分というのがおよそ20メートル近くでございますので、おっしゃると

おりＲＯＷの線から路肩の部分までの間で残る家屋は存在することになろうかと思います。 

 ただ、日本の法律によりますと、測定位置についてはＲＯＷとされているこの150フィート

だということで、そちらを参照させていただくと問題ないというふうに考えているんですか、

福間さん、それで理解はよろしかったですよね。 

○福間 こちらリベリアです。そういったご理解でよろしいと思います。確かに野村委員ご指
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摘のように、Right of Wayの中に家が残るのではないかと、そういったことは十分懸念されま

すし、可能性としてはあるかなと考えております。 

 あとは、どこで騒音測定するかということなんですけれども、騒音測定を13.7km区間の、こ

れもベースライン調査のときにはどこでやるかというのを、その地域を代表する場所を選定し

ていくようになると思います。そのときに大体150フィートのところに家が残っている、学校

が残っている、そういった場所を選んでベースラインを行い、建設中も同じ場所でもって測定

して評価すると。供用開始後も同じ場所でもって測定し評価するのが、正しい測定と評価方法

ではないかなと、そういうふうに考えているんですけれども、いかがなものでしょうか。 

○村山委員長 野村委員、いかがでしょう。 

○野村委員 本来であればＲＯＷの中には人家がないはずなのに、移転をさせないで、不法

等々で人家が残ってしまったとすれば、その人家は多少騒音の影響があったとしても、不法に

残ってしまっているんだったらば、多少うるさくてもしょうがないじゃないかと（笑）という

考え方なんですかね。 

 １軒１軒、各地点で道路から家までの距離が変わるとすれば、それをずっと13.5kmについて

綿密に測っていくというのは現実的ではないということで150フィートを基準として考えると

いうのであれば、何となくそうかなとは思うんですけれども。ただ、実際には多少うるさく、

うるさいけれども、道端に露天商、屋台を置いていたほうが商売になってありがたいという人

がいるんだとすれば残ってもしょうがないのかなと、私も完全には消化しきれてないんですけ

れども、そういうことかなと、話を聞きながら思っていました。 

○村山委員長 私も確認したいんですが、５番のコメントに対して、住民移転数の最少化を図

りますというふうにお答えいただいているんですが、これは、今の議論からするとＲＯＷその

ものは変えない。けれども、その中で移転数を最少化すると、そういうふうに理解してよろし

いですか。 

○園部 はい、ＲＯＷをこちらのほうから変えるようにと言うことはできないと考えておりま

す、あくまでもリベリアが決めることですので。なので、リベリアが変えろという提言なり何

なりはするつもりはありません。ただ、工事で使う分についてのみの住民移転していただくと

いう意味で最小限の住民移転を図りたいと考えております。 

○村山委員長 よく理解できないんですが、この前のご説明だと、とにかく線形や何かでＲＯ

Ｗは確保しつつも、その中で最少化するということでよいですか。 

○荒 経済基盤の荒です。基本的には、今、村山委員から話がありましたように、ＲＯＷを確
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保しながら、線形をちょっとやりながら確保していくと。ただ、それでも残ってしまうところ

が若干出てくるだろうと。もう一つは、そこは移転対象になるのであろうけれども、どれだけ

の強制力をもっていくのかという部分が、リベリア国との今後の協議の仕方、進め方になって

くるというのが一つの考え方だと思います。 

 今、野村委員のご指摘にありましたように、そういう人が若干残るとした場合にどう対応す

べきなのかという議論で、振動というのは、その際にも、本来、交渉の過程でどういう整理に

なるのかということは、交渉の結果次第ということもあるとは思うんですが、ＲＯＷの端のと

ころで振動を評価してやっていくという形になるというのが今の整理の内容であります。 

○村山委員長 それでも残ってしまうことを計画の中でどう位置づけるかですよね。あくまで

も前提としてＲＯＷを確保するということであれば、そこの時点で測るというのは合理的だと

思うんですけれども、それでも残ってしまうことも含めながら計画をつくるのであれば、150

フィートで測っていいのかという話が出てきますね。 

○荒 これはコンサルタントさんとも確認をさせていただきたいんですけれども、基本的には

線形のところでＲＯＷをなるべく少なくなるように確保していく。そこで、その線形の中でＲ

ＯＷの中に入ってきた人については移転の対象として、移転にかかる交渉を行っていくという

のが基本的な考え方というふうに認識しています。今、そういう計画でいます。 

 その中でそれの完全な移転が終わるまで工事を進めるのかどうかという部分になってくるか

と思います。ある意味、移転にかかる交渉中であったとしても、ＲＯＷはある程度広いので、

工事に支障がない場合には工事を進めてという形になると。工事が完了して供用後もまだ移転

交渉等が続いていた場合に残ってしまっています。その場合に騒音等をどう測っていくべきな

のかという議論というふうに理解していまして、基本的にはＲＯＷの中については移転対象で

交渉していく、移転ということを前提に考えていく。ＥＩＡの中でも移転対象者数にカウント

して整理をしていくという考え方であります。 

 これでよろしいでしょうか。一応コンサルタントさんのほうにも念のため確認いただきたい

んですが。 

○福間 リベリア国の政府によって決められたＲＯＷ150フィートというのは動かせない事実

です。今回のＥＩＡ調査は、どこの家が当たるかとか、どこまで必要なんだということは、現

在の時点では測量とか設計を行っていませんので、これはできません。今回の対象者はとりあ

えずRight of Wayの中を全員対象者として暫定的に決めております。ですから、今度の協力準

備調査で測量、道路設計、排水関係の施設設計が終わって、必要な断面が決まりますと、
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Right of WayはRight of Wayとしてそのまま置いといて影響範囲だけを縮めていくと。そして、

影響範囲の中に入ってきている家が移転の対象になります。 

 ですから、影響範囲とRight of Wayの間にある家はそのまま残ります。そこについては手を

つけない。移転もしないし補償もしないと。これが基本になっていくのではないかなと考えて

いるわけです。これがＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインの大規模住民移転に対するミティ

ゲーションであって、どうしても移転が必要なところについてはＰＡＰｓとアグリーできる。

ＰＡＰｓの後の生計に影響がないような十分な補償額で移転を図ると。ですから、基本的には

移転はRight of Wayの中であってもなるべく避けると、そういうふうに解釈しています。 

○村山委員長 わかりました。 

 野村委員、今の時点でよろしいですか。 

○野村委員 はい。 

○村山委員長 それでは、今の点は後ろのほうのコメントにもかかわりますので、先に７番か

ら、最後12番までご説明いただいて、残りの時間で議論させていただきたいと思います。 

○園部 では、７番以降のコメントへの対応を発表させていただきます。 

 まず、７点目、平山先生からいただきましたコメントです。ラムサール条約との関連につい

ては、境界が不明確であることを理由として何をしてもいいということにはならない。同条の

４条１項はそのことに触れております。その条文との関連で、湿地に対するこのプロジェクト

の姿勢をできれば具体的に表明していくことが重要であるということですが、先ほどからお話

していますように、このプロジェクトが湿地帯全体への直接的な影響というのは考えておりま

せん。あくまでもクリークを通しての間接的な影響が考えられますので、あくまでもクリーク

の部分への負の影響を避けるという方策をとることを考えております。 

 貴重な湿地帯の汚染と喪失がこれ以上進行しないように、本ＥＩＡ報告書の９章には以下の

ような項目を提案してございます。 

 １点目、生態学的過程に湿地帯の果たす機能、価値への理解と知識の蓄積、２、湿地帯管理

方法の教育、３、湿地帯保全のための法的枠組みの構築、４、湿地帯保全管理計画の構築。湿

地帯全体の保全をするという意味での提言をしてございます。 

 ８番ですが、これまでの説明から、復旧は原状復帰をするということであるが、計画内容は

むしろ復興まで含まれている内容ではなかろうか。計画の実施に伴う移転補償にもかかわると

思われるため、基本的な方針を明らかにしていただくことが望ましい。 

 本案件は、案件名としましては、「ソマリアドライブ復旧計画」と題しておりますが、案件
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自体は、一昨年度から今年までに実施されましたモンロビア都市施設復旧・復興整備マスター

プラン調査の結果出てきた案件でございます。よって、今回の道路セクターの案件は、復旧・

復興計画の一部を構成する案件でありますので、復興段階も想定した形の計画となってござい

ます。 

 ９点目ですが、プロジェクトの完成により大幅な交通量の増大が見込まれるが、土埃だけで

はなくＮＯＸ、ＳＰＭ、鉛の汚染レベルが現状と比べてどうなるかを推計し、それを明示した

上で、その対策について言及しておくことが望ましい。 

 ＳＰＭ、ＮＯＸ、鉛、一酸化炭素に代表される大気質のベースラインは、今後実施される予

定の協力準備調査で現状を把握する予定です。 

 また、対策についてですが、今回の本文に書き漏らしてしまいましたが、ＥＩＡの報告書の

テーブル８の９の中で、車にはガスピューリファイアーをつけるという形で対策を記載してご

ざいます。 

 次に10に移らせていただきます。本文中の４．２．22及び４．２．25を参照する限り、大気

汚染と騒音、振動の扱いに差があるようには思われない。そのため、騒音、振動についても工

事中の一時的な影響に配慮する扱いを検討していただきたい。 

 これは、コメント９の対応と同じように、騒音、振動に係るベースライン調査を、今後予定

されております協力準備調査で実施する予定です。また、事業実施に伴い、リベリア側が作成

する環境管理計画書に工事中の騒音、振動測定調査を含めるように提案いたします。 

 大気汚染、騒音、振動の扱いに差があるというところですが、これは先ほども議論しました

が、騒音、振動についてはＲＯＷの地点でやるということもあり、前回のご報告のとおり影響

がそれほどないというＤというふうに評価させていただいております。 

 11ですが、表５－15によれば、リベリア憲法に基づく補償対象は法的権利を有するものに限

定されていると考えられる。その場合、ＲＯＷ内の居住者や商業従事者が補償対象になるかど

うかが不明確である。補償の範囲に関する現時点での方針を示していただく必要がある。 

 こちらはＥＩＡ報告書の３章に記載してございますが、土地の所有の権利書を有していない

居住者、不法占拠等も含めて、すべてのＰＡＰｓに対して土地、建物、家屋、作物、収入源等

の損失に対しては、その損失の種類・規模に応じて補償されると記載してございます。 

 ほかの事例なんですけれども、公共事業省が2009年に着工しましたVai Town復旧計画に伴う

住民移転の際には、ＲＯＷ内の居住者や商業従事者に対して世銀の Involunatary  

Resettlementのオペレーショナルガイドラインに基づいて補償が実施され、不法占拠者だけで
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なく、社会的弱者へも移転に伴う補償支払いが行われておりまして、今回もそれと同様な措置

がとられることを確認してございます。 

 最後になりますが、ステークホルダーに関してのコメントです。出席者リストからＪＩＣＡ

調査団がどの程度関与したのか不明であるため、追加の説明を求めたい。また、会議の記録に

しばしば言及されている次の点について基本的な考え方を示す必要がある。ＲＯＷを150フィ

ートから100フィートに変更することの可能性。現在の居住者が有しているとされるsquatter 

rightの扱い。ステークホルダー会議はまだＪＩＣＡが本事業について支援をコミットしてい

るわけではございませんので、あくまでもリベリア国の公共事業省が主催して実施されたもの

です。ステークホルダー会議実施の際には、改修計画事業はあくまでも要請段階でございます

ので、ＪＩＣＡ調査団は会議開催の必要性に関する打合せを公共事業省・現地再委託事業者と

行いましたが、ステークホルダー協議自体には参加しておりません。 

 次にＲＯＷを150フィートから100フィートに変更することの可能性、これは先ほどのと重複

する部分がございますが、ステークホルダー会議中、またはその後も公共事業省側から住民に

対してＲＯＷに係るコメントは一切差し控えられています。本計画が実施される場合、ＲＯＷ

の扱いについては法務省を含む省庁間移転委員会によって協議される予定となっております。 

 次にsquatter rightの扱いですが、附属資料のフレームワークの部分の２章目に書いてござ

いますが、リベリア国不動産法によれば、土地所有権は登記によって効力が発生し、squatter 

rightはあくまでも人道的な措置のものであり、市条例に基づき居留者のための暫定的な居住

と権利を認めたものであり、法によって認められた権利ではございません。 

 建国当時、リベリア政府は先住従優先原理に基づいて移住者及び先住者に対して優先的土地

所有を認めておりましたが、その後、人口増加に伴い優先的土地所有は廃止され、現在では公

有地といえども政府から購入しなければ所有権は認められないものとなっております。 

 よって、モンロビア市が政府所有の土地に対して難民、こちらは国内避難民ということにな

りますが、難民を対象に認めた暫定的な居住権と解釈されております。 

 以上、後半部分の最後まで対応策について説明させていただきました。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、７番以降で追加のご質問、コメントありましたら、お願いいたします。 

 平山委員、どうぞ。 

 

○平山委員 まず７番ですけれども、結果としては胸をなでおろしたということですが、最初
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のご報告では住民が不法に住んでいる地域をラムサールの登録湿地の区域から外すように相手

国政府に提言したということでした。そこから始まりまして、これは大変なことだと思ってお

りましたら、次のときのご説明では、代替地を決める必要があるというラムサール条約の条文

に違反しているではないかということに対して、ここに書いてありますように、境界が不明確

だから代替地のことまで考えなくてもいいという説明になりました。そのような対応であった

ものが、今回やっと貴重な湿地帯の汚染と喪失がこれ以上進行しないように以下のような記述

を加えたということで、本来あるべき姿になったように思っているところです。ただ、ご説明

をお聞きしましても、具体的な対応という田中委員からの質問に対しても、クリークの周辺と

いうことにかなりこだわられまして、それ以上の対策は考えておられないようなお話なのです

が、その点ももう一度、可能性がどこまであるのかという点をもう一度検討し直していただき

たいというのが７番の関係です。 

 それから、９番についてですけれども、ここで私が「土埃だけでなく」と書きましたのは、

大抵の場合ＳＰＭと土埃は同じ項目としては扱われていないように思うのです、特に先進国で

は。浮遊粒子状物質というときには粒径が幾ら幾ら以下のものをということで、土埃のような

いわゆる粉塵とは別の扱いがされているように私は思うのです。 

 そういう細かい話はともかくといたしまして、前回のお話で非常にびっくりしましたが、交

通量が大幅に増加するという話がありました。そうすると、車から排出される排ガスの量も当

然のことながら大幅に増加することが懸念されるわけですが、騒音、振動だけでなく、大気汚

染についても代表的な指標でＳＰＭとかＮＯｘ、それから、途上国でよく問題になる鉛などに

ついては、現状が幾らであって、車の台数の増加に伴ってそれらがどの程度増加するのかとい

うことを推計した上で、それで大丈夫なのかどうかということを明らかにしておいていただき

たいというのが、９番の趣旨です。 

 けれども、ここに書いてあるのは、大気質のベースライン調査をするということだけで、つ

まり現状がこのようになっていますという調査をするということだけでありまして、将来、こ

の道路が供用開始された場合に、どのような状況になるのかということについての、つまり環

境影響評価がどういうことになるのかということについての論点には触れられていないような

気がします。具体的にいえば９番の対応について私が申し上げているのは、ベースラインの調

査だけで結構ですということにはならないということです。その点、どうなっているのか、現

在の時点でお伺いできる内容があればお聞かせ願いたいと思います。 

○園部 福間さんのほうで将来的なある程度の推計というのはできるものなのでしょうか。今
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現在はベースラインという数字は得ていない段階ではありますけれども、将来的な推計という

のはできるものなのでしょうか。 

○福間 結論から言いますと、これはできません。ですから、現状をまず確認、把握するため

のベースライン調査であって、後から行うのはモニタリングですね。モニタリングによって、

今まで土道だったところが例えば舗装されて、走行速度が上がって排出ガスがどういうふうに

変化していったとか、逆に自動車がふえてきた分だけどういうふうに変わってきたかと。これ

はすべて予測するものではなくて、実際モニタリングをしてから評価する項目かなというふう

に思っています。 

 しかし、現在と将来、将来どうなったかというプラスの影響、マイナスの影響を比較するに

は、今何もデータがございません。ですから、平山委員ご指摘のような騒音、振動、大気質に

ついては、今一番必要なのはそのベースラインが必要かなと。そういったことでこういった回

答にさせていただいております。ＪＩＣＡさんのほうで効果を測るための、例えばプロジェク

トが終わったときにもう一度、同じ場所で測ってみるとか、同じような測定方法で同じ時間帯

にやれば、どういったふうに変化してきたかというのがはっきり出てきますので。そういうふ

うに思っております。 

○平山委員 そのようなものはＥＩＡとは言わないのではないでしょうか。 

○荒 よろしいでしょうか。今のお話の部分で、これはコンサルタントさんへのこちらからの

お願いでもあるんですが、以前、今回の調査の中で交通量の予測ですとか、排気ガス伝播の部

分についてどういう形になってくるのか。当然、車両台数はふえる。ただ、車両台数はふえる

けれども、平均走行スピードは上がる、それによってどうなってくるのかということは、当然

推計はさせていただけると思います。 

 ただ、どこまで細かくできるのかというところについては、別途、検討が必要ですので、コ

ンサルタントさんのほうにご意見をいただきたいとは思いますが、そういった形で推計をさせ

ていただいて、現状に比べてどうなってくるのか。それに対して対策ということで、どういう

ことを今後リベリア政府がやっていかないといけないのかといった形でそれは整理をさせてい

ただきたいと思います。 

 コンサルタントさん、こういうふうにこちらはのほうでは考えておりますが、よろしいでし

ょうか。 

○福間 了解しました。 

○村山委員長 そうすると、不十分であるかもしれないけれども、将来の予測も含めてご検討
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いただけるという理解でよろしいですね。 

○荒 その項目と今現在の状況、ベースライン調査の結果を踏まえてからでないと、どこまで

ＮＯｘ、鉛、ＣＯ、特にＳＰＭの中で土埃と別にできるかどうかといったところがどこまでフ

ォローできるかということまでは、現在まだわからない部分があるんですけれども、こういっ

たところをそれぞれ推測した上で、必要に応じた対策をしっかりとリベリア政府がとっていく

ように、提言等を盛り込んでいきたいと考えております。 

○村山委員長 平山委員、よろしいですか。 

○平山委員 それはリベリア政府がとるということでしょうか。要するに、道路をつくるとき

の、例えば道路の構造とか、周辺の土地利用とか、そういうものを含めてＪＩＣＡのプロジェ

クトの中で何らかの対応をするということではないのでしょうか。ラムサール湿地についても

似たような議論があったと思いますけれども。 

○荒 そこの部分が、プロジェクトの中でとりうるべき対策、道路構造物ですとか、そういっ

た内容の部分でとりうるものについてはとる検討をしていく形にはなると考えております。ま

た、周辺の土地利用、また、先ほどのＲＯＷの中に人をどう住まわせるのかといったこととか、

どれだけ認めていくのかといったことも関連してくるとは思いますが、これはマスタープラン

調査全体の中で土地利用計画、どういったところを基本的な居住区域としていってほしいとい

うことは提言させていただいております。その提言をリベリア国政府が実施していくように働

きかけを行っていくということも一つの対策になると考えております。 

○平山委員 プロジェクトの中での対策というのは考えられないということですか。くどいよ

うですが。 

○荒 いえ、ここの大気汚染のレベルによって、道路構造物で対応できる範囲と、あるいは、

すべき範囲といろいろ決まってくると思います。この時点では、ベースライン調査の結果を踏

まえて、道路構造物の部分でやるべき内容はこうこうこうというふうに明らかになってきた場

合には、あるいは、推測の結果、そういったものが出てくれば、無償資金協力の中でそういっ

た対策を、日本政府のすべき対策があればそれを考えていきますし、相手国政府がすべき事項

という形で仕切られるものについては、無償資金協力実施にあたっての先方実施事項という形

で明確に整理をした上で進めていくということを考えている次第です。 

○平山委員 それだったらＥＩＡなどする必要はないのではありませんか。 

○荒 私が話したいのは、しないと言っているわけではなくて、もちろんここの将来像に基づ

いてこういう対策が必要になるといったものが出てきたらば、それを検討していくと。それが
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プロジェクトの中ですべき事項なのか、あるいは、先方政府が実施すべき事項なのかというこ

とは、当然出てくるわけですので、先方政府が実施すべき事項ということであれば、それは先

方政府に必ず実施してほしいと、実施するようにということを整理しながら、無償資金協力実

施時の調査をしていきたいと。一方、道路設計とかいったところで対応が可能なものについて

は、無償資金協力といった枠の中で検討していくことになるというふうに考えております。 

○村山委員長 対象になっている案件はあくまで計画ですので、計画の中ではこういう対策も

必要だろうということは言及できると思うんですね。ただ、実際だれがやるかというのはまた

別の話のような気が私はしていて、あくまでこの審査会で扱っているのはＪＩＣＡが行う支援

の部分をどう扱うかということで、先ほどおっしゃったような無償資金のプロジェクトになっ

てくれば、また別にそれを検討するということになると思うんです。そういう意味では、計画

の中では割と広めに緩和策も含めてご検討いただいていいのではないかなと思います。 

○荒 そういった推測をして検討するということはさせていただきたいと思いますので、ご承

知いただければと思います。 

○村山委員長 では、米田委員、どうぞ。 

○米田委員 １点確認でお願いしたんですが、８番のコメントに対するご回答のところで、マ

スタープランがあると。そして、今おっしゃったように、土地利用計画というのが既に作成さ

れているというお話でした。これは確か以前、想定されるラムサール条約登録の湿地の中に既

に住宅化したところもあるから、そこは湿地から除外してはどうとかいった議論があったとき

の根拠かなと思うんですが、このマスタープランあるいは土地利用計画の中に湿地の範囲とい

うのは記入されているのではないかなというのが１点目の質問です。 

 ２点目が、それがリベリア政府側の現在メスラド湿地の保全計画等を作成しているところと、

どれぐらい共有されているか、その点をちょっと確認したいんです。 

○荒 この点については、コンサルタントさんのほうに回答をお願いしたいと思います。 

 お願いしてよろしいでしょうか。 

○福間 今のお話は、マスタープラン計画の土地利用計画とメスラド湿地帯との協議をどうい

うふうにしていったかと、それをお話したほうがよろしいと思うんですけれども。メスラド湿

地帯の管理者はＥＴＡ、環境保護庁です。メスラド湿地帯内の野生動物保護を行っている管理

団体はＦＤＡ、森林開発庁です。この双方とも今回のＥＩＡ調査、マスタープラン調査を通じ

て面談に行ってきました。双方の担当者がおっしゃるには、ラムサールの対象地として一括で

登録はしたんだけれども、保護区域はまだ定めていないというのが、双方からのご回答でした。 
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 それを踏まえまして、今回のＥＩＡ報告書においては、コメントNo１に対しての回答のとこ

ろで、１ページ目の回答１の最後の７項目目、保全すべき湿地帯の境界画定と、代替生息地問

題への取組。ラムサールの中はきれいで魚が泳いでいて、鳥がそれを捕食していると。そうい

う状況が全部にわたって、水鳥の生息環境に適している部分だけではございません。私どもが

１週間続けて観察に行っても、鳥を観察できず、人家に近い部分は、干潟になっても鳥はきま

せん。そういった疑問をＦＤＡ、ＥＰＡに投げかけたときに、これはわかっているんだと。で

すから、どこを保護するかについて検討するんだと。 

 そういったときに、ピースアイランド、それから、パゴスアイランドのように、現在人が入

ってしまって定住化が進んでいるといったところについては、保護対象区域として省いていか

ないといけない。これがＦＤＡ、ＥＰＡのコメントでした。そこらのコメントも踏まえて保全

すべき湿地帯の境界画定等の代替生息地問題の取組というふうに書いております。ですから、

今のモンロビアの違法居留は認めつつ、これ以上湿地帯の生息環境が悪くならないような対応

をとっていきたいというのが、リベリア国政府の関係者の一致した思いではないかなというふ

うに思っています。 

○村山委員長 米田委員、よろしいですか。 

○米田委員 私の理解でしたら、ラムサール条約登録湿地にはなっているけれども、リベリア

国の保護区という登録にはなっていないと。そういったところへ境界の設定があいまいなとこ

ろがあったと。それであったら、今のご回答のところで、コメントの７番とか、前のところだ

ったら、別のところで１番にも関係するところがあって、幾つかの提案をされているところが

あるんですけれども、ここにマスタープランがあって、そこで土地利用計画というのがあるん

でしたら、ＥＩＡの報告書にこれこれで、それから、マスタープランも参考にということは一

言つけ加えておいてもいいのではないかなと私は思うんですね。 

 それがコメントです。 

○荒 今のご指摘の点はそのように対応させていただきたいと思います。 

 今のご質問の趣旨として、ポイントになるのは、土地利用計画をどれだけの精度でマスター

プランのところでつくっていて、土地利用計画の中で例えば住宅地の指定をどういう形で書け

ているのかという部分だと思います。そういったところについては、今のコンサルタントさん

のお話の繰り返しになるんですけれども、現況等を踏まえながら、一方で水路とか湿地帯とか

現状のものを見ながら、市街化を抑制していく地域と、逆に市街化を促進していく地域という

ふうにまず大きく分けて、住宅地とかそういう整理をしていっているという状況であります。 
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 こちらの対応のところについては、今ご指摘ありましたように追記させていただきたいと思

います。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 私のほうからも幾つかコメントを出させていただいたんですが、11番については、読み方が

悪かったのかもしれませんが、少なくとも本文ではなくて附属資料をリファーされて、こう書

いてあると言われるよりは、本文に明記していただいたほうがいいのではないかと思います。

本文を読むと憲法に基づく補償というのがかなり前面に出ていたような気がします。そこは表

記の問題ではありますが、ご検討いただければと思います。 

 それから、12番については、ほかの案件と比較すると、要請段階で既に協議をされたという

のは順番的にどうなんだろうかという気がします。要請段階であったから参加されていないと

いうのは、スケジュール的にそうだったのかもしれませんが、ほかの案件に比べてどうなんだ

ろうという気がしました。今回、復旧・復興という、時間的にあまり余裕がない中でされたと

いうことも関係しているのかもしれないんですけれども、その点が気になったということです

ね。 

 あと、先ほどの野村委員のコメントに関係することですが、Right of Wayの中に住んでいる

人でも、移転するか残るかという選択肢が与えられる人たちがいると、そういう理解でよろし

いでしょうか。実際、世銀が既に２車線復旧した場合も、Right of Wayは同じように設定され

たけれども、移転ではなくて、今のところで居住するという選択をとった人たちがいると、そ

ういう理解でよろしいですか。 

○園部 まず１点目ですが、附属文書ではなく本文のほうに含めるべきというのは、そちらの

方向で修正することを検討します。 

 また、２点目について、要請段階でステークホルダー会議をするのはいかがなものかという

ことなんですが……。 

○荒 では、ちょっとそこは。 

 ２番目の部分なんですけれども、今回、旧開発調査のマスタープランは実施していたんです

けれども、その段階で無償資金協力の採択の話も出てきてなかったですし、どれだけ具体的に

進めていくのかというところがまだ明確になっていない段階だったんですね。その協議をして

いく中で徐々に上がってきて、環境社会配慮の説明等をしていったらばこういうことが必要だ

と。では、とりあえずそれをリベリア国側が実施していくというふうな流れで進んだこともあ

って、今回、調査団が参加できていないという状況にあります。 
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 今回こういった形で詳細な調査をさせていただいたのは、この開発調査から具体的な事業に

引き続き結びつくという形で、拡充してＥＩＡの部分を特出しさせていただいていますが、当

初、通常の開発調査同様のＩＥＥレベルという形を想定していました。そこの段階での活動だ

ったということで、日本のコンサルタントは同席しない形で実施したという経緯であります。 

○園部 ３点目のＲＯＷ内だけれども、工事にかからないエリアにある人たちは選択肢がある

のかどうか、退く退かないの選択肢があるのかどうかは私も承知していないので、福間さんの

ほうでもしご存じでしたら、教えていただけますでしょうか。 

○福間 今のところリベリア国政府は決めておりませんけれども、カンボジア国ではそういっ

た選択肢をRight of Wayの中の不法滞在者に求めて、「１回だけ補償いたします。ですから、

今回Right of Wayの外に出ていただけないでしょうか」と、そういった提案をして、Right of 

Wayから退いていただいた例もございます。これについては、恐らく補償金額等の問題もある

と思いますので、だんだん案件が本格化していくに従って、省庁間の連絡委員会、ＩＲＣの中

で討議されて、カンボジアの今回の移転に関する方針として打ちだされていくのではないかな

と、そういうふうに考えております。 

○村山委員長 わかりました。 

 それでは、大分時間も過ぎてしまったんですが、ほかに全体を通じてでも結構ですので、コ

メントありましたら、お願いいたします。 

○荒 ちょっとよろしいでしょうか。ＲＯＷの記述の部分は今回の回答の部分も含めて、若干

わかりづらい部分があるかと思いますので、それはしっかりと整理した上で報告書に反映させ

ていただきたいと思います。反映の仕方につきましては、このコメント等を含めて、また今日

の議論のわかりづらいとご指摘を受けたことを踏まえて対応させていただきたいと思いますの

で、ご承知いただければと思います。 

 また、リベリア国政府のＲＯＷ内の移転に対してどういう考え方なのかということも、今、

現地にコンサルタントも入っていますので、追加的に確認をした上で報告書に反映させていた

くという形で対応させていただきたいと思いますので、ご承知のほうよろしくお願いいたしま

す。 

○村山委員長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 では、この後は、事務局のほうに答申案の原案をつくっていただいて、それをコメントいた

だくという形で進めたいと思います。 
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 この案件についてはこれで終りにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 リベリア事務所の方もどうもありがとうございました。 

○福間 ご苦労さまでした。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、次回の予定ですが。 

○河添課長 次は４月12日なのですけれども、今、お手元にある紙の中では「15時」と書いて

あると思いますが、16時に変更してください。16時で御案内させていただきます。１時間ほど、

タンザニアの案件の答申を見るということでさせていただきます。 

 次は４月12日ということでよろしくお願いします。 

○村山委員長 ４月の予定はこれ以外特にないと。 

○河添課長 今のところは入っておりませんので。 

○村山委員長 それでは、委員の方から何かほかにありますでしょうか。 

 もしなければ、これで今日の審査会は終了したいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

午後６時１６分閉会 
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